
（ 別 紙 ） 

 

平成２５年４月１日以降に適用する簡易生命保険契約の前納払込保険料等の改定について 

（注） 平成１９年９月３０日以前にご加入いただいた簡易生命保険の契約に適用します。 

 

１ 前納払込保険料 

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までに保険料の前納払込みをしていただく場合の前

納払込保険料について、以下のとおり改定いたします。 

この例は、６０歳払込済定額型終身保険１０００万円に２０歳でご加入いただいた男性（集金払込み

または窓口払込み）が、保険料の前納払込みを行った場合です。 

 詳しくは、 寄りの郵便局の窓口、かんぽ生命の支店、かんぽコールセンターまたはセールス 

パーソンへお尋ねください。 

 
［月額保険料 １５，９００円］ 

前納払込保険料 
前納払込

年月数 平成 25 年４月１日から 

平成 26 年３月 31 日までの前納払込み

平成 24 年４月１日から 

平成 25 年３月 31 日までの前納払込み 

引上げ率 

(％)

３月分 

６月分 

１年分 

２年分 

５年分 

７年分 

10 年分 

15 年分 

20 年分 

４６，７４６ 円 

９３，０１５ 

１８５，２３５ 

３７０，３１１ 

９２４，１０８ 

１，２８９，８０８ 

１，８２３，４１２ 

２，６４９，８９４ 

３，３７５，７２９ 

４６，７４６ 円 

９３，０１５ 

１８５，２３５ 

３７０，３１１ 

９２２，２００ 

１，２８４，４０２ 

１，８０７，６７１ 

２，６０９，８２６ 

３，３１４，８３２ 

０．００ 

０．００ 

０．００ 

０．００ 

０．２１ 

０．４２ 

０．８７ 

１．５４ 

１．８４ 

 

なお、昭和６２年８月３１日以前の保険契約（年金保険契約を除きます。）については、変更はあり 

ません。 
 

前納払込保険料は、かんぽ生命ホームページにて試算することができます。 

参照ＵＲＬ< https://jp-life-sec.japanpost.jp/information/prepayment/prepay.php?form=2> 
 

 

２ 配当利殖率 
 

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの、既に分配された積立配当に対して利息を付

すための配当利殖率を以下のとおり改定いたします。 

 

（年利率：％） 

 年ごとの効力発生応当日以前 年ごとの効力発生応当日後 

配当利殖率 ０．６１ ０．４０ 

（注） 財形保険、確定拠出終身年金保険については、「年ごとの」を「４月の月ごとの」に読み替えます。 

 

 

３ 実施日 

平成２５年４月１日（月） 

 


